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令和３年度 公共交通事業者への支援について 

 

 

１ 事業名 

  地域公共交通事業者への支援 

  新型コロナウイルス感染症の影響により需要が落ち込んでいる地域公共交通事業者に対し、次

の支援を実施しています。 

 ⑴ 感染症拡大防止支援 

   感染症拡大の防止措置に要する費用を支援する。（消毒液、マスク、手袋、間仕切りフィルム、

車両・船舶の抗菌・抗ウイルス対策、非接触型施設整備費等） 

 ⑵ 感染症対応型運行（運航）支援 

   新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、乗車（乗船）密度を上げないよう配慮した運

行（運航）に取り組む地域公共交通事業者に対し、運行（運航）に係る経費を支援する。 

 ⑶ 利用促進・維持継続支援 

   利用回復・拡大に向けた取り組み及び事業継続に必要な維持経費等に要する費用を支援する。

（キャッシュレス化、フリーパス乗車券、子育て・買物支援、キャンペーン、車体・船体検査費、

維持修繕費、保険料等） 

 

２ 各制度の概要 
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